
冒
頭
、
伊
藤
述
史
会
長
は

挨
拶
の
中
で
「
長
尾
副
会
長

の
辞
任
届
に
つ
い
て
で
す
が
、

皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
と
お
り

２
月
24
日
（
金
）
開
催
の
理

事
会
の
議
事
終
了
後
に
、
長

尾
副
会
長
か
ら
辞
任
す
る
旨

の
発
言
が
あ
り
、
辞
任
届
を

私
に
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の

場
で
、
本
年
６
月
に
役
員
選

挙
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ま
で

は
現
在
の
役
員
が
一
丸
と
な

り
会
務
に
当
た
っ
て
欲
し
い

と
発
言
し
、
ま
た
、
理
事
、

監
事
の
先
生
方
の
慰
留
を
求

め
る
ご
発
言
を
重
く
受
け
止

め
、
辞
任
届
を
長
尾
副
会
長

に
差
し
戻
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
翌
日
25
日
（
土
）
、

長
尾
副
会
長
ご
自
身
のS

N
S

（F
a
c
e
b
o
o
k

）
上
に
、
副
会

長
を
辞
任
し
た
旨
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
載
せ
ら
れ
、
そ
の
後
、

２
月
27
日
（
月
）
に
長
尾
副

会
長
か
ら
辞
任
届
が
郵
送
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

法
令
や
定
款
で
は
、
役
員

の
辞
任
に
理
事
会
決
議
を
要

す
る
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

元
々
が
理
事
会
の
議
事
終
了

後
に
表
明
さ
れ
、
慰
留
し
た

経
緯
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

今
後
の
組
織
運
営
を
踏
ま
え

て
早
急
な
対
応
が
必
要
と
判

断
し
、
緊
急
に
臨
時
理
事
会

を
開
催
し
て
皆
さ
ま
に
お
諮

り
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で

す
」
と
語
っ
た
。

柔
道
整
復
療
養
費
検
討
専

門
委
員
会
の
委
員
の
推
薦
に

つ
い
て
は
、
条
件
の
一
つ
に

満
70
歳
未
満
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
考
慮
。
ま
た
、
都
道

府
県
の
会
長
で
日
整
理
事
者

の
中
か
ら
選
定
し
て
い
る
こ

と
に
倣
っ
て
推
薦
し
た
。

（
２
面
は
会
員
数
お
よ
び
登

録
者
数
一
覧
）
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３
月
13
日

臨
時
理
事
会

長
尾
副
会
長
の
辞
任
届
を
受
理

森川学術教育部長は国際部の業務を代行

日
整
は
臨
時
理
事
会
を
３
月
13
日
（
月
）
の
午
後
１
時
か
ら
日

整
会
館
で
開
い
た
。
臨
時
開
催
に
至
っ
た
経
緯
は
、
２
月
24
日

（
金
）
の
理
事
会
終
了
後
に
理
事
者
全
員
の
前
で
長
尾
淳
彦
副
会

長
（
京
都
府
会
長
）
か
ら
辞
任
の
意
思
表
明
が
あ
り
、
伊
藤
述
史

会
長
へ
辞
任
届
を
提
出
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
と
き
理
事
者

と
監
事
は
慰
留
を
求
め
、
伊
藤
会
長
は
辞
任
届
を
受
理
せ
ず
差
し

戻
し
た
。
し
か
し
、
２
月
27
日
（
月
）
に
郵
送
に
よ
り
会
長
宛
と

し
て
事
務
局
へ
辞
任
届
が
届
い
た
。
法
令
や
定
款
で
は
、
役
員
の

辞
任
に
理
事
会
決
議
を
要
す
る
定
め
は
な
い
が
、
前
述
の
経
緯
か

ら
長
尾
副
会
長
の
辞
任
の
意
思
は
固
い
と
判
断
し
、
臨
時
理
事
会

で
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
長
尾
副
会

長
が
務
め
て
い
た
関
係
団
体
役
職
へ
の
推
薦
を
下
段
の
表
の
と
お

り
決
定
し
た
。
昨
年
10
月
に
は
三
橋
裕
之
副
会
長
が
辞
任
し
て
い

る
の
で
６
月
の
役
員
改
選
ま
で
副
会
長
が
不
在
と
な
る
。
こ
の
た

め
会
長
に
事
故
の
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き
に
は
、
そ
の
職
務

代
行
者
と
し
て
伊
藤
宣
人
保
険
部
長
（
三
重
県
会
長
）
と
石
原
誠

財
務
部
長
（
香
川
県
会
長
）
を
全
会
一
致
で
抜
擢
し
た
。
長
尾
副

会
長
が
兼
任
し
て
い
た
国
際
部
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
森
川
伸
治

学
術
教
育
部
長
（
愛
知
県
会
長
）
が
代
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

伊藤保険・石原財務 両部長を会長職務代行者に

長 尾 副 会 長 の 辞 任 に 伴 う 関 係 団 体 役 職 へ の 推 薦

〔 柔 道 整 復 療 養 費 検 討 専 門 委 員 会 の 委 員 〕

齋 藤 武 久 理 事 （ 神 奈 川 県 会 長 ） 前 回 の 理 事 会 で 推 薦

川 口 貴 弘 理 事 （ 奈 良 県 会 長 ）

〔 柔 道 整 復 研 修 試 験 財 団 の 業 務 執 行 理 事 〕

竹 藤 敏 夫 理 事 （ 茨 城 県 会 長 ）

検
討
専
門
委
員
は

70
歳
未
満
が
条
件

組
織
運
営
を
踏
ま
え
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